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令 和 ４ 年 1 1 月 １ 日 （ 火 曜 日 ）

午前10時０分開会

出 席 議 員（36名）

（ ）２番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）３番 来 住 一 人

（ ）４番 山 内 佳菜子 県 民 連 合 宮 崎

（ ）５番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）６番 山 下 寿 同

（ ）７番 窪 薗 辰 也 同

（ ）８番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）９番 安 田 厚 生 同

（ ）10番 日 髙 利 夫 同

（ ）11番 川 添 博 同

（ ）13番 中 野 一 則 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）16番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）17番 前屋敷 恵 美

（ ）18番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）19番 井 本 英 雄 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 徳 重 忠 夫 同

（ ）21番 外 山 衛 同

（ ）22番 山 下 博 三 同

（ ）23番 濵 砂 守 同

（ ）24番 西 村 賢 同

（ ）25番 右 松 隆 央 同

（ ）26番 日 高 博 之 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）33番 日 髙 陽 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）34番 横 田 照 夫 同

（ ）35番 野 﨑 幸 士 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 原 正 三 同蓬

（ ）38番 丸 山 裕次郎 同

（ ）39番 二 見 康 之 同

欠 席 議 員（１名）

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 日 隈 俊 郎

副 知 事 永 山 寛 理

総 合 政 策 部 長 松 浦 直 康

政 策 調 整 監 吉 村 達 也

総 務 部 長 渡 辺 善 敬

危 機 管 理 統 括 監 横 山 直 樹

福 祉 保 健 部 長 重黒木 清

環 境 森 林 部 長 河 野 譲 二

商工観光労働部長 横 山 浩 文

農 政 水 産 部 長 久 保 昌 広

県 土 整 備 部 長 西 田 員 敏

会 計 管 理 者 矢 野 慶 子

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 村 久 人

財 政 課 長 高 妻 克 明

教 育 長 黒 木 淳一郎

公 安 委 員 長 島 津 久 友

警 察 本 部 長 山 本 将 之

代 表 監 査 委 員 緒 方 文 彦

人 事 委 員 長 佐 藤 健 司

事務局職員出席者

事 務 局 長 渡久山 武 志

事 務 局 次 長 坂 元 修 一

議 事 課 長 鬼 川 真 治

政 策 調 査 課 長 伊 豆 雅 広

議 事 課 長 補 佐 関 谷 幸 二

議 事 担 当 主 幹 佐 藤 亮 子

議 事 課 主 査 川 野 有里子

議 事 課 主 査 内 田 祥 太

議 事 課 主 任 主 事 山 本 聡

- 3 -



開 会◎

これより令和４年11月臨時会○中野一則議長

を開会いたします。

本日の会議を開きます。

会議録署名議員指名◎

会議録署名議員に、窪薗辰也○中野一則議長

議員、岩切達哉議員を指名いたします。

議会運営委員長審査結果報告◎

まず、会期の決定について議○中野一則議長

題といたします。

本臨時会の会期日程に係る議会運営委員長の

審査結果報告を求めます。議会運営委員会、濵

砂守委員長。

〔登壇〕 御報告いたします。○濵砂 守議員

去る10月28日の議会運営委員会におきまし

て、本日招集されました令和４年11月臨時会の

会期日程等について協議いたしました。

本臨時会に提案されます知事提出議案は、補

正予算３件及び条例１件であります。

議案の内容等を踏まえ、当委員会において審

査いたしました結果、会期につきましては、本

日から明日までの２日間とすることに決定いた

しました。

なお、会議日程は、お手元に配付されており

ます日程表のとおりであります。

本臨時会は、まず、議案の上程、知事の提案

理由説明及び所管常任委員会への議案の付託が

行われます。

その後、各常任委員会を開催し、明日の本会

議において、付託された議案についての常任委

員長の審査結果報告及び採決を行います。

議員各位におかれましては、円滑な議会運営

に特段の御協力をいただきますようお願いいた

します。

以上で当委員会の報告を終わります。〔降壇〕

議会運営委員長の報告は終わ○中野一則議長

りました。

質疑の通告はありません。

会期決定◎

会期についてお諮りいたしま○中野一則議長

す。

本臨時会の会期は、ただいまの議会運営委員

長の報告のとおり、本日から明日２日までの２

日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○中野一則議長

ように決定いたしました。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕

議案第１号から第４号まで上程◎

次に、お手元に配付のとお○中野一則議長

り、知事から、議案第１号から第４号までの各

号議案の送付を受けましたので、これらを一括

上程いたします。〔巻末参照〕

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の説○中野一則議長

明を求めます。

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。

令和４年11月県議会臨時会の開会に当たり、

初めに、県議会の皆様におかれましては、臨時

会の開催につきまして格別の御配慮をいただ

き、厚く御礼申し上げます。

ただいま提案いたしました議案の御説明に先

令和４年11月１日(火)
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立ち、３点御報告申し上げます。

１点目は、さきの台風第14号による被害等に

ついてであります。

本県に甚大な被害をもたらした台風の襲来か

ら１か月余りが経過しました。土木関係被害

が400億円を超え、農業関係被害も150億円を超

えるなど、現時点での被害総額が713億円に上

り、平成以降では、平成17年台風第14号に次ぐ

２番目の規模となっております。被害に遭われ

た皆様に、改めて心よりお見舞いを申し上げま

す。

10月28日に、国において、台風第14号及び

第15号による一連の災害を激甚災害に指定する

との発表がなされました。

激甚災害の指定については、９月24日、谷防

災担当大臣が被災状況確認のために来県された

際に、中野議長と共に早期指定について要望

し、その後も機会を捉えて国への要望を重ねて

まいりました。

また、県議会におかれては、10月５日付で、

国の早期支援を求める意見書を採択して国に提

出いただき、さらに江藤委員長をはじめとする

衆議院災害対策特別委員会にも、県内の被災状

況を視察いただきました。本県選出の国会議員

をはじめ、お力添えをいただいた関係の皆様に

厚くお礼を申し上げます。

激甚災害の指定により、災害復旧事業の国庫

補助率のかさ上げ等が行われることで、復旧が

加速するものと期待するとともに、公的な支援

を通して、被災され、暮らしや仕事の再建に向

けて苦しい思いをされている皆様の心に、少し

でも希望の光をともすことができればと考えて

おります。

復旧・復興が一日も早く進むよう、引き続

き、国や市町村、関係機関・団体と連携しなが

ら、全力で取り組んでまいります。

２点目は、全国和牛能力共進会についてであ

ります。

去る10月６日から10日にかけて鹿児島県で開

催されました第12回全国和牛能力共進会におき

まして、本県代表牛は出品した全ての区で優等

賞に入賞し、団体賞を受賞するとともに、２つ

の出品区で優等賞首席を獲得しました。

特に、和牛のおいしさに関係する脂肪の質に

着目して新設された第７区「脂肪の質評価群」

において優等賞首席に輝いたこと、そして、こ

の区で内閣総理大臣賞を受賞することにより、

かつてどの県も達成したことのない４大会連続

受賞という快挙を成し遂げたことは、極めて大

きい成果であったと考えております。

この成果は、出品者や関係者の方々の「日本

一の努力と準備」のたまものであり、深く敬意

を表しますとともに、県議会をはじめ、応援い

ただいた県民の皆様に心より感謝を申し上げま

す。

表彰式には、岸田総理が出席され、全共史上

初めて、内閣総理大臣賞を総理本人から生産者

へ直接授与していただき、本県にとりまして記

念すべき４大会連続受賞が、より一層誇らしい

ものとなりました。

来年には、Ｇ７サミットの首脳会議・関係閣

僚会議が、本県をはじめ全国各地で開催される

ほか、３年後には国際博覧会が大阪で開催され

るなど、宮崎牛の魅力を海外に向けてＰＲでき

る絶好のタイミングでの受賞となりました。今

後は、「おいしさ日本一の宮崎牛」の称号を最

大限に生かし、国内外に向けたさらなる情報発

信の強化と、販路や輸出の拡大など、関係者一

丸となって取り組んでまいります。

３点目は、宮崎カーフェリーの新船就航につ
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いてであります。

10月４日、宮崎カーフェリー２隻目の新船

「フェリーろっこう」の初便が神戸港を出航

し、翌５日の朝、宮崎港に予定どおり入港しま

した。４月に就航した「フェリーたかちほ」に

続き、今回の「フェリーろっこう」の就航で、

いよいよ新船２隻体制が実現しました。

新船の導入は、多額の投資を伴う重要プロ

ジェクトであり、関係機関との困難な調整を乗

り越え、県議会の皆様からも様々な示唆をいた

だきながら、丁寧な議論を積み重ねてまいりま

した。こうした経緯を振り返りますと、万感の

思いがしており、改めて県議会をはじめ御尽力

いただきました皆様に感謝を申し上げます。

本県と都市部を結ぶ宮崎カーフェリーは、農

畜産物などの県産品の物流とともに、県外から

の観光誘客にも重要な役割を担う、まさに本県

経済の生命線であります。

先日は、フェリーに乗船して来県された久元

神戸市長と意見交換し、締結後５年を迎える神

戸市と本県との連携協定に基づき、さらに交流

を深めていくことを確認しました。

この重要な航路を将来にわたって安定的に維

持し、多くの方々に利用していただくため、引

き続き、オール宮崎の体制で支援してまいりま

すので、県議会をはじめ、県民の皆様の一層の

御理解と御協力を賜りますよう、お願い申し上

げます。

それでは、議案の概要について御説明いたし

ます。

今回の補正額については、一般会計が253

億1,350万6,000円、公営企業会計が１億4,211

万6,000円であります。この結果、一般会計の予

算規模は7,230億9,742万3,000円となります。今

回の補正予算による一般会計の歳入財源は、分

担金及び負担金114万1,000円、国庫支出金144

億329万8,000円、繰入金25億1,327万円、諸収

入969万7,000円、県債83億8,610万円でありま

す。

以下、今回の一般会計補正予算案に計上して

います事業の概要について、御説明申し上げま

す。

今回の補正予算では、１、台風第14号災害対

策、２、原油価格・物価高騰等総合緊急対策、

３、宮崎再生対策に必要な経費について措置し

ております。

１点目の台風第14号災害対策については、先

ほど御報告しました台風被害の早期復旧を図る

ため、187億円余の追加補正を行うものでありま

す。

まず、復旧・復興事業を行うための社会基盤

の復旧等として、治山施設や公共土木施設など

の災害復旧事業をはじめ、土砂除去、海岸の流

木処理、さらには社会福祉施設や教育施設の復

旧に取り組みます。この中には、諸塚村の国

道327号の応急復旧について、国の権限代行での

実施に伴う直轄事業負担金も計上しておりま

す。

また、産業の再建に向けた取組として、甚大

な被害を受けた事業者に対し、国の支援の対象

外となっている部分について、県独自の支援を

初めて実施します。商工業者に対しては、事業

再建に必要な施設・設備の復旧等に要する費用

を支援するとともに、農畜水産業においては、

経営再開に必要な種苗等の導入費用や施設の修

繕費用を支援します。

２点目の原油価格・物価高騰等総合緊急対策

については、これまでに物価高騰対応分として

本県に配分された地方創生臨時交付金をいち早

く全額予算計上し、国の示す「推奨事業メニ
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ュー」に沿い、新たな対策等を実施します。

具体的には、医療・介護・保育施設等におけ

る光熱費や燃料費等の高騰に対する支援を行う

とともに、低コスト肥料として堆肥の安定供給

体制の構築や、土地改良区等への電気代高騰分

の支援などを行います。

また、従来から取り組んでおります交通・物

流事業者への燃料費高騰分の支援や、農業にお

ける国の肥料価格高騰対策への上乗せ補助、中

小企業の来年度以降の資金繰り支援を行うため

の基金の積立て等を行います。

３点目の宮崎再生対策については、県民生活

や経済活動の本格的な回復と、さらなる活性化

に向けた取組を推進してまいります。

まず、来年４月に本県で開催されるＧ７宮崎

農業大臣会合の開催に向けた準備経費を措置し

ております。国や宮崎市、ＪＡその他関係機関

と緊密に連携しながら、成功に向けて取り組む

ことといたします。

次に、観光需要の喚起策として、全国旅行支

援の実施に伴い、本県においても「みやざき旅

行支援割キャンペーン（みやざき割）」を継続

的に展開するとともに、タクシーを活用した観

光周遊キャンペーンを実施し、県内外からの観

光誘客を促進します。

次に、債務負担行為の設定についてでありま

す。漁業経営継続緊急支援融資制度損失補償

は、被災した漁業者への融資に伴い、全国漁業

信用基金協会が代位弁済した場合に、保険金等

を差し引いた額の２分の１相当分を補助するた

め、債務負担を設定するものであります。

最後に、予算以外の議案について御説明いた

します。

議案第４号「宮崎県物価高騰対策金融支援基

金条例」は、コロナ禍における物価高騰の影響

により事業活動に支障が生じた中小企業者に対

して信用保証料の補助を行い、経営の安定化を

図ることを目的として、地方自治法の規定に基

づき、基金を創設する条例を制定するものであ

ります。

以上、議案の概要について御説明いたしまし

た。よろしく御審議のほどお願い申し上げま

す。〔降壇〕

知事の説明は終わりました。○中野一則議長

議案第１号から第４号まで委員会付託◎

議案第１号から第４号までの○中野一則議長

各号議案に対する質疑の通告はありません。

各号議案は、お手元に配付の付託表のとお

り、それぞれ関係の委員会に付託いたします。

明日の日程をお知らせいたします。

明日の本会議は、午前10時から、先ほど付託

いたしました議案についての常任委員長の審査

結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時14分散会
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